
別表１１ 諸外国の事例（報告内容）

事 項 米 国 カナダ オランダ 英 国

報告様式 ○フォームＲ(5p:1998報告年より) ○1995報告年の様式 ○IEIによる収集データ ○CRIに含まれる情報
＜Part1：施設特定情報＞ ＜Part A：施設の特定＞ ・施設の名称及び住所 ・物質名及び物質ｸﾞﾙｰﾌﾟ( )規制物質の有無等
1.報告年 1.報告年・NPRI ID ・化学物質の特性及び量 ・排出される環境媒体( ､ ､ )大気 水 土壌
2.企業秘密( ) 2.施設（ ､ ､ZIPｺｰﾄﾞ ） ・個別の施設・装置に関する情報 ・施設の所有者･管理者の特定に関申請の有無 名称 住所 等
3.報告責任者( ､ ､ ､ ) 3.従業員数 ・大気･水･土壌への排出に関する情 する情報( )氏名 職名 署名 日付 会社名
4.施設( ､I.D.No､ ､ZIPｺｰﾄﾞ､ 4.報告責任者( ､ ､ ) 報 ・施設の所在名称 住所 報告範囲 氏名 職名 連絡先等

事務 技術担当者氏名 緯度 経度 名称 住所/ ･TEL､ ･ ､D&BNo. 5.施設の公的連絡先( ､ ､ZIPｺｰﾄ ・管轄環境庁支局及び地方当局
RCRA I.D.No.NPDES No.､ ） ・産業分類許可 等
UIC I.D.No.) 6.施設の技術責任者( ､ ､ ) ・工程分類及び工程氏名 職名 連絡先等

5.親会社の情報( ､D&BNo.) 7.技術的問題に関する施設の連絡先 ・許可条件の詳細情報名称
＜Part2：化学物質別情報＞ （ ､ ､ZIPｺｰﾄﾞ ） ・排出に関する詳細情報名称 住所 等
1.有害化学物質の特定 8.施設のコーディネーター( ､ ､氏名 職名 連
(CAS.No.､ ( ) ､ ) ) ＊施設から報告されるﾃﾞｰﾀの内容も物質 分類 名 一般名 絡先等

2.混合物組成の特定 9.コーディネーターに関する施設の 各工程毎に検査官の裁量によって
( ) 連絡先（ ､ ､ZIPｺｰﾄﾞ ） 決定される。供給者が使用している一般名 名称 住所 等

3.施設における製造･加工･使用形態 10.施設の標準産業分類(SIC)ｺｰﾄﾞ
4.場内の当該物質の最大保有量 11.親会社の情報
5.各環境媒体への排出量 12.資格・許可（選択項目）

( : ､ ､ｽﾄｰﾑ %) 13.廃棄物の施設外への移動情報項目 総排出量 算定方法 水の
( : ､ ､ ､ ) 14.地表水への排水情報媒体 大気 水 地下注入 土壌

6.廃棄物としての場外への移動量 15.排水先水域コメント（選択項
( : ､ ､ ､ 目）公共処理施設 総移動量 算定方法 移動先及び住所
他の場所 名称 住所 総移動量 算定方法 処理等の方法: ､ ､ ､ ､ ､ 16.報告内容を保証する責任者の氏
RCRA : ､ ､ ､ ) 名と住所施設 名称 住所 処理等の方法 制御状況

7.場内での廃棄物処理方法と効率 17.責任者に関する施設の連絡先（名
( ､ ､ ､ ) ､ ､ZIPｺｰﾄﾞ ）処理方法 流入濃度範囲 推定効率 運転記録利用の有無 称 住所 等

場内のｴﾈﾙｷﾞｰ回収工程( ) ＜Part B：対象物質の特定＞方法
場内のﾘｻｲｸﾙ工程( ) 1.物質の特定 (CAS.No.､ ( ) )方法 物質 分類 名

8.排出源の削減及びﾘｻｲｸﾙ活動 2.操業活動の内容
( : ､ ､ ､ ) a) ､b) ､c)時期 前年 当該年 翌年 翌々年 製造 加工 その他の使用
( : ､ｴﾈﾙｷﾞｰ ､ﾘｻｲｸﾙ ､ 3.サイト内の排出情報項目 排出量 回収量 量
生産工程に関係ない排出 生産率及び活動指標､ ) 4.1ﾄﾝ未満の排出情報
その他の削減活動とその同定方法 5.サイト内の環境への排出量

( ､ ､ ､ ）大気への排出 地下への注入 水 土壌

6.四半期毎の排出の%推移



事 項 米 国 カナダ オランダ 英 国

7.前の年からの排出量の変化
8.今後5年間で予想される排出量
9.サイト外への3R、エネルギー回

収のための移動
(ｻｲﾄ ･ ･ﾘｻｲｸﾙ(3Rs) ､外への回収 再利用 量
廃棄物の場外への移動と処理 処分方法 前の年からの移動量の･ ､
変化 今後 年間で予想される移動量､ 5 )

10.サイト外への廃棄物処理のため
の移動( 、 ､処分方法 前の年からの移動量の変化
今後 年間で予想される移動量3 ）

＊3Rs､ｴﾈﾙｷﾞｰ回収は選択項目であっ
たが1995年から強制的報告内容と
なった。

今後の方向性 ○毎年の報告量が500ﾎﾟﾝﾄﾞ以下の施 ○汚染防止追跡情報の追加等 ○廃棄物の移動に関する情報の追加 ○CRI制度変更の協議において、報
設は簡易報告書(ﾌｫｰﾑA:2p)での報 ・場内の管理による製品以外の排 （1998報告年より） 告様式の統一化の検討も行われてい
告が認められるようになった（19 出(NPO)量の削減･抑制に関する ○環境管理法の改正により報告義務 る。環境マネジメントシステムを通
95報告年より）。 情報 を課せられた企業の２種類(当局 じて作成される報告書との統一化を

○排出削減及びﾘｻｲｸﾙに関する情報 ・場外への3Rs､ｴﾈﾙｷﾞｰ回収に関す 用、一般公開用)の報告書の提出 図ることにより企業の負担を軽くす
の追加等（1991報告年より） る情報の報告義務化 が義務付けられる。 ることを目的とするもの。

・汚染防止対策に関する情報 ＊ 一般公開用報告書は、EMAS等の
・対前年製造量比率又は活動指標 報告書を活用することも可能とさ

に関する情報 れている。


